
デジタルコンテンツ等を活用した地域創生プロモーション業務　質問回答

項 質問 回答

1

申請書類について、正本１部・副本６部とありますが、

・正本は募集要項６(3)のア～オに加え、カの書類

・副本はア～オのみ

という認識でよろしいか。

正本につきましては、ご認識のとおりですが、副本につきましても、募集要項６(3)のア～

オに加え、カの書類の提出をお願いいたします。

なお、副本として提出する書類につきましては、正本の写しで構いません。

2
申請書類について、募集要項６(3)カ(イ)②に「別添様式の誓約書を提出

すること」とあるが、どの書類になるか。

こちらの不手際で添付が漏れており、ご迷惑をお掛けしました。県ホームページ内の関連

資料に「誓約書」を新たに追加いたしましたのでご確認ください。

県ホームページ：

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk07/2025chiikisousei/competition.html

3
プレゼントキャンペーンの実施（参考例②）だが、プレゼントの選定の種類

や、価格帯の指定等はある程度事業者で設定してもよいのか。

企画提案の段階では、プレゼント商品や価格帯については事業者にて設定いただいて構

いませんが、実施の段階では、県と協議のうえ、確定となります。

4
PRコンテンツの作成にあたり、兵庫県が過去に制作した映像や画像、または

その元素材を活用することは可能か。

活用したいコンテンツがあればご提案ください。なお、使用可能かどうかは関係者との調整

が必要となります。
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